
【対象となった委託業務】

平成30年度 ⻑野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若⼿部門】

委託業務

優良技術者

氏   名 稲越 樹
当 該 業 務 に お け る 役 割 担当技術者

自　平成29年8月 9日
至　平成30年2月 5日

所属

企業

商号又は名称 株式会社アンドー

住所 松本市島内3481-1

業 務 名
平成29年度　防災・安全交付金(修繕)
橋梁補修(地方道)事業に伴う点検業務 発注

機関

主 な 取 組

現地踏査段階において早期措置又は緊急措置が必要と判断された橋梁については、点検前に
現地踏査報告書(速報)を提示し、橋梁利用者の安全性確保に努めた。また、点検準備及び点検
時における判定基準の統一化を図り、判定結果の品質向上を目指した。鉄道跨線橋の点検にお
いては、短時間で且つ安全に点検が進められるよう、事前確認資料の作成を徹底した。

安曇野建設事務所

業 務 箇 所 安曇野管内一円　安曇野管内一円　管内一円　

最終契約額 1,238万7千円
業務

概要

橋梁定期点検　N=29橋
診断          N=29橋

契 約 期 間

重

篤

度

可

能

性

優

先

度

重

篤

度

可

能

性

優

先

度

1 橋梁点検

橋梁点検車の現

場への移動

交通事故・アンダーパスの接

触事故

なるべく高規格道路のルー

トを選定する。

△ ○ Ⅰ

GoogleMAPで走行ルート上の障害

物の有無を事前確認する。（車

両寸法と建築限界の確認）

○ ○ Ⅰ

2 交通規制 交通事故

交通誘導員と規制前事前

ミーティング

× × Ⅲ

事前に警備会社に交通規制図を

送付し、人員、規制方向につい

て確認、警察署の許可証を携行

× ○ Ⅱ

3

橋梁点検車の配

置・デッキ転回

架線や樹木などとの接触事故

オペレーターやデッキの同

乗者（作業員）が確認

△ △ Ⅱ

見張員を配置し、オペレーター

と連携してデッキの操作を行

う。必要に応じて、事前に架線

保護や伐木などの対策を講じて

おく（関係機関と要協議）。

△ ○ Ⅰ

4 〃

アウトリガーの張出しやデッ

キの展開・格納時の事故、点

検車移動時のアウトリガーの

接触事故

オペレーターや作業員が確

認

× × Ⅲ

見張員を配置し、オペレーター

と連携してデッキの操作を行

う。

△ △ Ⅱ

5

橋梁点検車での

点検

デッキ作業員との連係ミスに

よる橋梁点検車の損傷、点検

員の怪我

○○ｍ程度前進等によりア

ナウンス

△ × Ⅲ

移動開始から停止完了まで常に

運転者に声を掛け続ける。

△ △ Ⅱ

6 〃 点検員の墜落事故 デッキに安全帯の装着 × ○ Ⅱ

危険な体勢での作業は厳禁。

デッキの移動やデッキ上での作

業員の移動の際は声出し確認を

行う。

○ ○ Ⅰ

7 〃 デッキ旋回時の衝突事故

オペレーターによる注意喚

起

○ △ Ⅰ

オペレータは有資格者を配置す

ることを徹底する。旋回方向を

事前にデッキ作業員に周知して

から旋回作業を実施する。

○ ○ Ⅰ

8 〃

デッキから作業備品の落下に

よる第三者被害

作業員個々の注意 △ × Ⅲ

テストハンマーやカメラ等は落

下しないように紐等によるり体

に連結・固定しておく。

△ ○ Ⅰ

9 〃

蜂の被害（橋梁点検時は蜂に

襲われても逃げ場がない）

巣に近寄らない

アナフィラキシー補助治療

剤の携帯

× △ Ⅲ

現地踏査時に巣の有無について

確認し、必要に応じて事前に駆

除を行う（発注者と要協議）。

× ○ Ⅱ

10 〃 強風時の点検車の転倒 気象予報の確認 × ○ Ⅱ

携帯風速計により作業前確認。

風速基準値を超える場合は作業

を中止する。

△ ○ Ⅰ

5.リスク低減措置案

項

目

番

号

作業区分 1.手順

2.危険性又は有害性と発生の

おそれのある災害

3.既存の災害防止対策

4.リスクの見積り

工種 高所作業

6.措置実施後のリ

スクの見積り

 

経過 

時間 

経過 

時間 

橋梁点検車操作不能 

  

 

レンタル会社へ 

  

 

修理連絡をする。 

  

 

(牽引車手配) 

  

 

非常用ポンプが 

  

 

作動するか？ 

  

 

YES 

  

 NO 

  

 

格納操作 

  

 

(バケットを橋面上に格納) 

  

 

レンタル会社 

  

 

現場到着 

  

 

牽引にて 

  

 

待避所(駐車場)へ移動 

  

 

離線 

  

 

待避所へ移動完了 

  

 

点検車修理 

  

 

橋面上へ格納 

  

 

0 分 

10 分 

離線 

  

 

(橋面上へ待避完了) 

  

 

30 分 

0 分 

40 分 

60 分 

120 分 

(10 分) 

  

 

(20 分) 

  

 

(40 分) 

  

 

(20 分) 

  

 

(60 分) 

  

 

 判定区分
Ⅲ
(早期措置段階)または

Ⅳ
(緊急措置段階)は橋の

機能に支障が生じる可能性がある、ま

たは生じている
橋梁と位置付けられている。また、判定区分Ⅲ又はⅣの橋梁については、早期又は緊

急に措置を講ずる必要があるとされている
。
 

 

§

§§

§3

33

3.

..

.今後

今後今後

今後
の

のの

の
課題

課題課題

課題 

 現状境橋
は
通行止とされているため歩行者の安全は確保

されている状態ではあるが、橋梁の構造

上は劣化の
進行を防ぐため補修又は架け替え等の措置を行う必要がある。

従って
、措置を講ずるま

での間
は、通行止としておくのが妥当と考えられる。

 

 ただし今回の判定はあくまで現地踏査段階のものであるため、以降に実施予定
の
橋梁定期点検を

通じて的確な判定を下した後、損傷原因を想定し措置方法を検討していく必要がある。 

 

 

写真 NO.03 

【起点側橋面】 

 

 起点下流側において延長約5mの範

囲で橋面の沈下が生じている。当初

断面と比較
して約

15cm程度沈
んでい

る。 

 また橋面の沈下に
伴い高欄が外側

に傾いている
。
 

 

写真NO.04 

【起点側下部】 

 

 沈下範囲においては躯体全体が下

流側に傾斜
している。

 

 ただし、主桁-横桁の接合部にボル

トの脱落等
は確認されなかった。

 

 

写真 NO.05 

【起点下流側高欄】 

 

 沈下範囲においては、従来の縦断

線形に対して高欄の変形が著しい。 

 この橋梁は現在通行止となってお

り、沈下範囲の高欄にはテープが張

られている。 


